
精華町教育委員会議事録

令和４年（第１１回）
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１ 開 会 令和４年１１月２５日（金） 午前９時３０分

閉 会 令和４年１１月２５日（金） 午前１１時４５分

２ 場 所 精華町役場 第３０１会議室

３ 出席委員 川村教育長 松下教育長職務代理者 新司委員

井上委員 高岡委員

４ 欠席委員 なし

５ 出席事務局職員

浦本教育部長 杉本総括指導主事

俵谷学校教育課長

籾山学校教育課担当課長（施設担当）

川畑学校教育課担当課長（学校給食担当）

田原生涯学習課長 平井学校教育課主幹

６ 傍 聴 者 ０名

７ 議事の概要

（１）開会及び冒頭あいさつ

教育長から第１１回教育委員会の開会を宣言。

（２）前回議事録について

教育部長から令和４年第１０回教育委員会の議事録について説明。

【採 決】

・全員承認

（３）臨時教育委員会の議事録について

教育部長から令和４年第２回臨時教育委員会の議事録について説明。
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【採 決】

・全員承認

（４）教育長報告事項

この間、委員の皆様に出席いただいて学校訪問を行った。生徒指導事案な

どの発生により、当日訪問に随行できなかったり、訪問自体を一部中止した

りということがあり、ご迷惑をおかけした。

１１月２日、相楽の各中学校の代表クラスが演奏する相楽音楽交流会を、

今年は木津川市のアスピアやましろで３年ぶりに開催し、元気で美しい歌声

を披露してもらった。

１１月３日、相楽子どもの交通安全作文発表会で、入選した小学生たちに

作文発表をしてもらった。交通安全についてしっかり考えた作文を堂々と発

表していた。

１１月１０日、近畿ブロック町村教育長会議の総会があり、その後のスポ

ーツ庁の講演では、部活動の地域移行についての最新の情報について話があ

った。

１１月１１日、京都府内市町（組合）教育委員会研修会が委員の皆様にも

出席いただいてルビノ京都堀川で開催された。

１１月１８日、第６９回近畿算数・数学教育研究京都大会があり、こちら

も委員の皆様に出席いただいた。午前の全体会の講演はすばらしい内容で、

また、午後の東光小学校、精華西中学校での公開授業、分科会では近畿の先

生方が研究を深められた。

１１月２０日、せいか祭り、精華町子ども祭りということで、子ども祭り

の観覧に来ていただいた委員もおられたが、今年は中学校が定期試験の時期

に重なって参加できず、精北小学校、東光小学校、精華町少年少女合唱団、

そして京都廣学館高校が出演した。客席から参加する企画もあり、これまで

とはまた違う楽しい雰囲気で進めることができた。

（５）議決事項

議案第３０号 令和４年度精華町議会定例会１２月会議提出議案に係る意見

聴取について（令和４年度精華町一般会計補正予算（第９

号））
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教 育 部 長 【提案説明】

教育に関する補正予算として、歳出で２億８，４９９万円

の増額補正を行うもの。この増額補正については防災食育セ

ンター建設事業の事業費の増が大きな割合を占めており、そ

れに関連して継続費補正で２億４，７０６万円の増額、また、

地方債補正で２億４，７００万円の増額を行うものである。

教育費の補正前の額１９億２，９６５万８，０００円に対

して補正額が２億８，４９９万円、補正後の額が２２億１，

４６４万８，０００円となる。

継続費補正として、款 教育費、項 保健体育費、防災食

育センター建設事業について、補正前の事業費総額が１０億

２，６６０万円に対して補正後の総額が１２億７，３６６万

円となり、差額２億４，７０６万円である。

また、地方債補正として、防災食育センター建設事業に係

る補正前の起債限度額が７，１２０万円だが、補正後の限度

額が３億１，８２０万円となり、差額２億４，７００万円で

ある。

まず、歳出から説明させていただく。

事業の概要説明について、小学校管理運営事業として、新

型コロナウイルス感染症やロシアのウクライナ侵攻などの影

響による電気・ガスの料金、単価上昇に加えて、この夏の外

気温上昇に伴う空調設備等の使用時間の増加によって、年度

当初の見込額に対して所要見込みが大幅に増えており、当初

予算額では不足する状況となったことから所要の経費を追加

計上するものである。

また、中学校管理運営事業についても、同様の理由により

所要の経費を追加計上するものである。

次に、給食管理運営事業についても、こちらはガス料金の

みとなるが、同様の理由により所要の経費を追加計上するも

のである。

続いて、小学校費の要・準要保護費児童就学援助事業とし

て、保護者の経済的理由によって就学が困難な児童への援助
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に係る経費につき、対象者数の増加により必要予算見込額に

対して当初予算額が不足することから、所要の経費を追加計

上するものである。

次に、中学校費の要・準要保護生徒就学援助事業について

も、同様の理由により所要の経費を追加計上するものである。

続いて、現在建設中の防災食育センターについて、物価高

騰、資材調達困難の影響による材料や労務費の増加に加え、

その他事業進捗に伴う変更により工事費の不足が見込まれる

ことから、所要の経費を追加計上するものである。同事業に

ついては、令和３年度から５年度までの３か年にわたる事業

であることから、継続費として事業費を３年間に振り分けて

年割額としているが、今回の増額補正の額２億４，７０６万

円全額を令和４年度の年割額に追加計上することとしている。

続いて、歳入の説明をさせていただく。

補正予算の財源内訳だが、今回の補正額２億８，４９９万

円の財源内訳については、地方債として保健体育債が２億４，

７００万円、学校建設基金繰入金が６万円、残りの３，７９

３万円が財政調整基金繰入金となっている。

川 村 教 育 長 今回、電気・ガス等の値上げや建設資材値上げなどをかな

り色濃く反映した補正予算となっている。要保護、準要保

護の世帯でも生活の苦しい方々がおられるということで、

現在の我が国の置かれた色々な経済的な課題が表れている

という感想を持っている。

（採決 － 全員挙手により原案どおり決定）

議案第３１号 精華町立体育館・コミュニティセンターの設置及び管理に関

する条例一部改正について

教 育 部 長 【提案説明】

精華町立体育館・コミュニティセンターの設置及び管理に

関する条例一部改正について、精華町議会定例会１２月会議

に議案第７７号として提案する条例一部改正の内容を説明さ
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せていただく。

精華町立体育館・コミュニティセンター、愛称「むくのき

センター」は、平成２５年度から指定管理者制度によりその

管理運営を行ってきたが、むくのきセンターには指定管理者

の従業員の福利厚生施設としての休憩室や更衣室、食事をと

る場所がなく、これまで会議室の１室の使用を認めてきた。

今後もいずれの法人が指定管理者となった場合でも福利厚生

のための部屋が必要であることには変わりないことから、現

在、住民貸出場所となっている第１会議室を従業員の福利厚

生室に用途変更するため、同条例の整理を図るものである。

なお、第１会議室は、事務室から最も近く、動線など従業

員にとっての効率を考慮して当該会議室を福利厚生の部屋に

位置づけることとした。

むくのきセンターにおける住民の使用場所を記載する条例

の別表中から第１会議室の項を削る改正を行う。この改正に

伴い、他の会議室の名前を変更すると、利用者に混乱を生じ

させることとなるため、利用者の利便性を第一に考慮した改

正とさせていただくものである。

附則として、この条例は、公布の日から施行するとしてい

る。

松 下 委 員 第１会議室は、第２会議室との間仕切りを開放すると、

色々な団体が、やや人数が多いときとか、最近はコロナの

関係で間隔を空けるということもあり、間仕切りを開放し

て一体使用する場合が多いが、これに代わるような会議室

がセンター内に別であるのか。

生涯学習課長 現状、第２会議室は指定管理者の執務室と休憩スペースと

として塞がっている。これに代わる場所としては、第３会議

室と第４会議室であり、こちらも隔壁が可動式になっている

ので、一体的に使ったり片方だけで使ったりでき、そのよう

なニーズには対応できているという認識である。

（採決 － 全員挙手により原案どおり決定）
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議案第３２号 精華町立体育館・コミュニティセンター及び町内体育施設の

指定管理者の指定について

教 育 部 長 【提案説明】

精華町議会定例会１２月議会に議案第８２号として提案す

る精華町立体育館・コミュニティセンター及び町内体育施設

の指定管理者の指定について議決を求める３点の事項である。

１、指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称は、精華

町立体育館・コミュニティセンター、打越台グラウンド・テ

ニスコート、池谷公園多目的コート、木津川河川敷多目的広

場である。

２、指定管理者に指定する団体は、京都府相楽郡精華町大

字下狛小字神ノ木８番地、精華町スポーツ協会・三幸グルー

プ共同体代表団体、特定非営利活動法人精華町スポーツ協会、

会長、杉下定己である。

３、指定の期間は、令和５年４月１日から令和１０年３月

３１日までの５年間である。

これまでの経過だが、令和４年９月１日から公募の公告、

募集要項の配布を行い、１０月３日申請受付を行った。１０

月７日、１９日、１１月２日と選定委員会を３回開催して、

申請のあった３団体から指定管理者の候補者を選定させてい

ただいた。

選定委員会については、精華町教育委員会所管施設指定管

理者選定委員会設置及び運営要綱に基づいて、委員長は京都

府立大学公共政策学部の田所祐史先生、副委員長には龍谷大

学政策学部の石倉研先生、社会教育委員長の髙鍋房美氏のほ

か、一般公募委員の鳥家忍氏、村上智子氏、中村博氏の計６

名の委員で構成した。

選定基準及び審査結果だが、選定委員会において１０項目

の審査基準について項目ごとに１０点の合計１００点満点で

評価を実施した結果、精華町スポーツ協会・三幸グループを

出席委員全委員の評価点の合計点数が４８９点ということで

最も高いものとして、候補者として選定した。
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選定委員会委員長から精華町教育委員会教育長へ提出され

た指定管理者候補者の選定結果報告では、指定管理者候補者

選定結果について、候補者は、精華町スポーツ協会・三幸グ

ループとし、共同体の代表団体として、特定非営利活動法人

精華町スポーツ協会会長、杉下定己である。

選定理由として、精華町スポーツ協会・三幸グループは、

地域交流促進の施設管理運営方針を明確にし、それを事業展

開に際し、住民、地域団体・組織を横につないでいく方策に

具体的に反映させ、施設の性格を踏まえ適切に示していた。

地域に根差した活動に加え、施設管理では、共同体を構成す

る三幸株式会社の強みを生かした維持管理計画も明確に示し

ていることが評価できる。施設のスポーツ、文化振興、発展

向上に寄与する目的の公共性を十分に理解し、障害者スポー

ツ推進など具体的、積極的な内容の事業提案があった。運営

や事業展開に創意工夫が見られ、住民目線で利用者に寄り添

った事業展開となっている。利用者サービス向上策で、利用

時間拡大、受付時間延長など利便性を考えて計画されている

と示された。

また、候補者に対する意見等として、選定委員会は、今回

申請のあった３事業体の中から上記の選定理由をもって相対

評価による評価点方式により当該候補者を選定した。今後と

も指定管理者に付託される当該公共施設が地域住民の福祉向

上に資するよう次の事項について候補者も行政も十分に留意

し、より良い公共施設の管理運営となるよう課題解決に向け

不断の努力をされるよう申し添える。

１点目として、指定管理期間各年度における目標利用者数

について、利用者数をコロナ禍以前における実績値から２％

増しとしているが、令和５年度におけるコロナ禍の影響の見

込みについて、利用者が想定よりも減少し、利用料金収入が

見込みより減少した場合や物価上昇が続いた場合、決められ

た指定管理料の中でどのように指定管理を続けるのかが懸念

される。コロナ禍において収支の状況が厳しくなる可能性が
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考えられるため、収支に関連する事項について赤字が続くこ

とがないよう特に留意されたい。

２点目として、中・長期修繕計画の策定による修繕費の縮

減について、体育館、コミュニティセンターは、施設整備の

修繕が比較的多い時期を迎えていると考えられる。令和５年

度以降の指定管理期間において、先送りすることのない十分

な小規模修繕やメンテナンスの実施を期待したい。

３点目として、指定管理者制度の導入で公共施設を効率的

に運用することが求められるわけであるから、経費の削減策

についてもう少し踏み込んで研究する余地がある。

４点目として、今後の５年間で指定管理者は、スポーツ、

文化事業の展開に際し、地域福祉、地域づくりの問題や社会

教育、地域文化の創造にも関心を持って取り組むことと、職

員のさらなる力量形成に努めることが重要である。

５点目として、これからの期待として、精華町スポーツ協

会は、新規事業の開拓に向けて、惰性にならないよう、スポ

ーツ、文化事業の展開に努められたい。また、これまで専門

業者に頼らざるを得ない施設管理部門が弱みであったところ、

三幸株式会社と共同体となることでこれを補い、その成果を

最大限実績に反映されることを期待する。

以上、今回の候補者選定に当たり選定委員会から５点の意

見を付されたものである。

松 下 委 員 今回、精華町スポーツ協会と民間企業の三幸株式会社の合

同になったわけだが、むくのきセンターには三幸株式会社

の職員も配置されることになるのか。

生涯学習課長 今把握できている範囲では、基本的に現在むくのきセンタ

ーに詰めている、窓口対応や日常の事業で勤めているスタッ

フは、現状をベースとして調整されると聞いている。新たに

グループを組んだ三幸株式会社は、設備管理の専門業者であ

るため、設備の点検や修繕などの際に本部から社員が派遣さ

れるといった形で運用されると聞いているので、三幸株式会

社のスタッフが常時むくのきセンターに詰めるという形には
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ならないのではないかと認識している。

井 上 委 員 経営面についての選定委員会の意見はかなり厳しいものと

感じる。むくのきセンターが行っているのは住民サービス

なので、サービスを充実させれば、ある程度赤字が生じる

のも仕方ないと思っていたのだが。

生涯学習課長 厳しい意見を申し添えるということで意見が出ているが、

各選定委員さんは、精華町からの定額の指定管理料と利用者

からの料金収入から人件費や事業運営費などを支出しつつ、

うまくバランスをとりながら極限までサービスの充実に努め

てほしいという考え方を基本として持っておられたと思う。

教 育 部 長 少し補足させていただくと、指定管理者制度自体は、サー

ビスを低下させてでも利益を求めるというような仕組みで

は当然ないので、住民サービスをどれだけ充実させるかと

いう観点で経営をお願いするわけだが、一方で、そのため

に幾らでも赤字になっても良いというものでもない。大き

な利益を追求することを求めているわけではないが、大き

な黒字にもならないし、赤字にもならない、その難しいバ

ランスをお願いしているのがこの指定管理者制度なので、

経営される側もそこは非常に苦労されているのではないか

と考えている。

川 村 教 育 長 申請のあった３事業体から精華町スポーツ協会・三幸グル

ープが選ばれたが、選定の過程では、やはりバランスの良

いコストのかけ方という観点が重視され、極端に人件費を

削る案もあったが、それは少し危ういのではないかという

委員の判断もあったと聞いている。そういった色々な観点

からの判断だったと思う。

（採決 － 全員挙手により原案どおり決定）

議案第３３号 令和４年度山田荘小学校北校舎等便所改修工事請負契約変更

の専決処分の報告について
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教 育 部 長 【提案説明】

令和４年度山田荘小学校北校舎等便所改修工事請負契約変

更の専決処分を令和４年１１月８日に行った。

契約の目的は、令和４年度山田荘小学校北校舎等便所改修

工事、契約の金額は６，４３２万６，９００円、契約相手方

は、京都府相楽郡精華町大字北稲八間小字寺垣外２９番地、

株式会社大仙工務店代表取締役、田中康史である。

工事施工場所は、京都府相楽郡精華町桜が丘地内である。

工事変更概要と変更理由として、まず建築工事では、壁下

地調整を壁補修に変更することにより、有効に使える面積が

広がった。また、北校舎男子便所内に目隠しパネルを追加す

ることで、廊下からの視線を防げるようにした。そして屋外

便所の段差解消を追加したことにより、誰でも使いやすい便

所に改修した。

次に、機械設備工事では、２階及び３階の和便器１台ずつ

を洋便器に変更することで、建物構造体への影響なく施工す

ることができた。また、多目的便所の洋便器を自動洗浄便座

に変更することで、誰でも利用しやすい便所に変更した。そ

して体育館の多目的便所にベビーシートを追加することで、

災害等で体育館が避難所となったとき、安心しておむつ替え

ができる場所を確保した。

今回の変更、追加により７４万６，５００円の増額となり、

変更後契約額は６，４３２万６，９００円となった。工期に

ついては令和４年６月２２日から令和４年１１月３０日まで

で変更はない。

最後に、本議案は町議会定例会１２月会議で専決処分の報

告をして、議会の承認を求める予定としている。

（採決 － 全員挙手により原案どおり決定）



11

（６）学校訪問について

川 村 教 育 長 この間、教育委員の皆様に実施していただいた小・中学校

への学校訪問について取り上げたい。

精華中学校については現時点で実施できていないが、今

年度も令和２年度から３年間にわたって、新型コロナ対策

が行われる中での学校訪問となった。

今回は特にテーマは設けず、ありのままの学校現場を見

学していただくという形となったが、学校訪問を終えられ

て、委員の皆様から感想やお気づきの点など発言いただけ

ればと思うが、いかがか。

新 司 委 員 どの学校も十分な資料等の準備をしていただいて、教育の

現場を見せていただき、色々と学ばせていただいた。

学校経営においては、各学校とも現状の分析をしっかり

とされていて、特色を生かした教育活動を進めておられる

ことが良く分かった。確かな学力を育成するための学習指

導をしておられ、児童生徒が自ら主体的に取り組む姿勢を

大事にして教育の在り方を考えておられる。学ぶことが楽

しい、授業が分かる、そしてさらに、意欲的になる、学ぶ

ことの意義を実感できるように授業の基本の徹底や改善が

多くの学校で見られた。

課題として、学力の格差がある。学校によって全国テス

トの結果で高い数値がある学校の反面、学力が課題だと校

長先生がおっしゃる学校もあったが、その対策として、補

習授業を行ったり、教師の研修を行ったり、研究の取組な

どを通して学校教育内部の充実を図っておられた。

人権教育をどこの学校も学校教育で一番大事だという位

置づけをされていて、学校教育の中心に位置づけておられ

た。命を大事にして人を思いやる心を大事にして、教師間、

子どもと教師、子ども間はもちろんのこと、教師と保護者、

そして地域の人たちとのつながり、温かい人間関係を構築

した学校経営をされていた。先生たちの子どもたちに対す
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る愛情がある中での温かい学校経営がどこの学校からも感

じられたのはすばらしいと思った。そんな中で、子どもた

ちが安心して学べる環境は子どもたちにとってとても大事

なことだと思った。心を通い合わせることが見られた。

その中でも生徒指導の事例が報告されたのだが、生徒指

導は、一人一人の子どもの心をどう捉え、どう育てるかと

いうことが大切になってくるし、いじめなど、本当に心が

痛む内容の報告もあった。そんな中で、スクールカウンセ

ラーを活用したり、問題行動を個人のクラス担任だけでは

なく、学校全体で共有して組織的な対応を進めておられる

ことに感心した。いじめについて、今後はさらにネットを

通してのトラブルやＳＮＳによる中傷などが出てくると思

われるが、対応の困難さについては、組織を通しての解決

を図っていってほしいと思う。

また、ＩＣＴ教育だが、通常の授業の風景として定着し

ていると感じた。去年よりもさらにＩＣＴ、タブレットを

使った大型モニターへの表示、本当に普通の授業の形にな

ってきていると感じた。個人のタブレットを効果的に使用

した授業は本当に興味のある内容で、ずっと見ていたいと

感じたし、子どもたちが本当に集中して学習に取り組む姿

も見られて、ＩＣＴ教育がかなり進んでいると感じた。こ

れからも進めていただきたいが、ＩＣＴ教育を進めた成果

の検証も、これから問われることになってくるのではない

かと思う。

そして、不登校の子どもたちやコロナで欠席の子どもた

ちへの配信もされていて、家庭での学びができるというこ

とは保護者にとっても安心な状況ではないかと思った。あ

る学校では林間学校で欠席した子どもに対してその様子を

ライブ配信のようにされていて、送信された内容を見てそ

の子が友達と一緒に体験を共有できたことには本当に感動

したし、その子にとっても幸せなことだったと感じた。

ＩＣＴを使った授業を１１月１８日の算数・数学教育研
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究京都大会で、川西小学校の先生がＩＣＴを活用した算数

の授業を進めておられることの研究発表がされたが、精華

町がそのような先進的な取組を大会という発表の場ででき

たことは大変意義深いことであって、それをさらに極めて

いってほしいと思う。個に応じた指導を充実させるための

１人１台の端末の効果というのを、実践の成果を基にまた

検証していってもらいたいと思った。

また、特別支援教育を要する子どもが年々増えているが、

一人一人に合った特別支援学級の授業も見せていただいた。

先生が１対１や少数に対して授業をしておられたが、その

子たちもしっかりと学ぶ目的、めあてを持った授業に取り

組んでおられたと思う。

先生方の働き方改革で感じたことは、教科担任制で広い

視野で担任以外の授業を先生たちが持つということで、子

どもをそういう広い視野で指導する、そしてまた、その先

生の専門性、得意な分野を生かした授業の改善ということ

で、これからもどんどんと進んでいくのではないかと思う

し、また、期待していきたいと思う。

高 岡 委 員 今回、学校訪問させていただいて、このコロナ禍３年目の

不便な中、笑顔で登校して友達と学んで笑顔で下校できる

ようにという各学校の先生方の気配りが、本当にありがた

く、感謝したい思いで拝見させてもらった。

今回、タブレット授業が始まって１年がたって子どもた

ちの変化はどうですか、という質問を個人的に準備して学

校訪問に臨んだが、苦手だった科目に集中して取り組むこ

とができる子どもが増えたり、前に出ることが少なかった

生徒が積極的な発言をするようになったりと、子どもたち

にとって前向きなツールになってきていると感じた。

その反面、少し感じたことが２つあり、授業を聞いて自

分でノートにメモを取る、黒板を板書するということがや

や少なくなってきているような印象があり、これはどうな
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のかなと感じたのが１つと、たくさんの図や写真などを使

って視覚的に授業が進んでいく中で、何か、見るだけで終

わり、という流れ作業的な授業となっていないかという印

象を受けた場面があったので、その辺りはこれからどうな

っていくのかという不安を少し感じた。

タブレット授業を進めていくことについて先生方はどう

ですか、という質問をさせてもらったときに、各学校の先

生方は、やはり得手不得手の先生方がおられる中、先生同

士の交流を踏まえた中でやっているという話を聞いて、先

生方も大変だなという印象を受けた。

全体的に、子どもたちも元気に学校生活を楽しむことが

できていて、このまま進んでいったら良いなという思いで

学校訪問させていただいた。

井 上 委 員 私は、急遽日程が中止になった関係で精華中学校には行け

なかったのだが、小学校を見て、非常に先生方よく頑張っ

ていただいてるなという評価である。だから、この場でも

いつも言っているのだが、やはり教員の業務をもう少し、

なかなか効率化は難しいのだが、減らしていくということ

で、各校長にはそういう意味でも、教育課程を含めた学校

教育をしっかりと点検しながら働き方改革を進めてほしい

という思いである。

松 下 委 員 今年度は見る視点、テーマがなかったので、逆に日頃の状

況を垣間見ることができたのではないかと感じている。ど

この学校も、それぞれ委員がおっしゃったように、本当に

熱心に一生懸命、先生も取り組んでいるし、子どもたちも

何というか、すごくふわぁっとした感じがどこの学校にも

あり、以前あったぎすぎすした感じはほぼなかったという

のが第一印象だった。これは教育する上でベースになるも

のでもあるし、非常に良い雰囲気で精華町の教育が進んで

いることを肌で実感させていただいた。
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教育委員会評価報告書の第三者評価でも触れられている

が、教育委員会、つまり委員が直接学校訪問をして肌で感

じて、それをどう教育委員会で意見を出して様々なことに

反映させていくかが大事だという評価をいただいたが、私

もそのとおりだと思っている。私自身が学校現場を離れて

教育委員になった時点から、学校現場を全く離れたので、

今の学校がどうなっているかということをまず見ないと分

からないので、その見た感覚で話をさせていただけたらと

思う。

感じたことが６点ほどある。まず１点目は、施設設備面、

やはり我々はこういう立場なので、状況を見させていただ

いた。最近で言えばトイレの改修の問題、そして雨漏り、

これも以前あったところがしっかりと整備、改善がされて

いて良かったし、また、中学校給食開始の対応として、い

よいよ本格的に各学校に搬入設備の準備が進められていた。

空調も整ったし、耐震化も１００％できたということで、

滞りなく整備等が進められていることを見せてもらった。

精華西中学校を訪問した際に、校長から飲料の自動販売

機が設置されたという報告を受けた。そのときに少し思っ

たのが、役場などに設置された自動販売機では、発災時に

企業が無償で飲料を提供するという取組が全国的に展開さ

れているわけだが、公立の小・中学校に自動販売機を置く

場合は、どうすべきだろうということだった。また、自動

販売機で使うための現金はどうしているのかと校長に尋ね

ると、子どもはみんな個々に持っているとのことだったが、

私の感覚では、子どもがいつもポケットに現金を持ってい

る状況はイメージしづらく、現金は学校には持ってこない

ものという認識だったので、状況が変わってきていること

を実感したものの、それで良いのだろうかと、少し気にな

った。

精華西中学校の周りには多くの企業が立地しており、先

端技術の研究をされているので、例えば、あらかじめお金
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をチャージしておいたマイナンバーカードのような身分証

明機能を持つカードを子どもに携行させて、顔認証や指紋

認証によって支払いを行うといった、何か現金を持たない

仕組みが今後でき、しかもそれを周りの企業との協働で行

うことができたら良いと思った。

ただ、中学生は、夏場は汗の量も多く、たくさんの水分

を必要とするので、通常サイズのペットボトルで間に合う

のだろうかと思う。公立の小・中学校向けのサイズが提供

できないものだろうか。

そして２点目、安心・安全に関して、注意して校内をま

わったのだが、やはり、今後を見据えた対応が必要ではな

いかと思った。城陽市で発生した連れ去り事件の犯人が昨

日捕まったが、同様の事件が本当に各所で起きているので、

やはり安全対策をまず第一に考えなければいけない。地域

と学校と子ども、そして親が一緒になって、安全対策をし

ていくことが今後一層求められる。本当はそのような対策

が不要な世の中でなければならないのだが、現実としては

そのような状況だと感じた。

３点目、ＩＣＴ教育は既に皆さんがおっしゃったとおり

で、精華町はすごいと思う。今までの自分の経験に照らす

と、新たな取組をこのような短期間で、全ての学校が実施

できるとは想像もしていなかったが、それができたのは教

育委員会の事務局を含め、関係者の努力が実ったものと感

じており、本当に誇れることだと思う。

４点目、学力の充実だが、残念ながら私の意見は皆さん

とは少し異なり、正直言って授業改善はできておらず、特

に国語は取組が遅れているのではと思う。現行の学習指導

要領になってから相当な期間が経過しているにもかかわら

ず、基本的な授業展開がなされていない、めあてがない。

例えば主体的、対話的な深い学びと言われるが、その授業

の中での展開が見られない。先ほど高岡委員から、メモが

少ない、黒板の板書が少ないという話もあったが、そのこ
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とも含めて対話的な学び、対話の対象は様々だが、それが

展開されてないことが一番のネックではないかと思う。

だから、精華町の子どもたちを様々な状況から見て、ま

た、学校の雰囲気を見て、これだけ落ち着いて色々なこと

ができているのだから、基本的な授業展開ができれば、も

っと伸びるのではないかと思った。そこにどのようにメス

を入れていくのか、これは教育支援室の問題だと感じた。

具体的な検討をしていかなければならない時期ではないか

と感じる。

また、直接は見ていないが、学習指導要領で小学校４５

分、中学校５０分が決められているにも関わらず、それが

できていなかったようだ。チャイムが鳴っているのに子ど

もの声がしていた。１分、２分でも年間に換算すると大き

な時間になる。限られた時間をどれだけ失うのかというこ

とを認識しなければならない。

言語活動も、書くことを中心にしているという学校があ

ったが、日常の状況を見ていないので何とも言えないもの

の、基本的なこと、そしてそれを活用、応用して創造して

いくこと、そういった辺りを重視することが大切であり、

今後の課題ではないかと感じた。

そして５点目は、人材育成について、直接質問はしてお

らず、様子を見ながら回らせてもらったのだが、残念なが

ら学校側からの話はほぼ無かった。他の委員がおっしゃる

ように、働き方改革の問題と、教師の成り手がいないとい

う問題。なぜ教師の成り手がいないのかということを考え

たときに、やはり教職生涯をかけた自己研修をどうしてい

くかということで、それを学校や教育委員会、また、本人

がどのように計画的・系統的にやっていくのかという辺り

のことがあまり見られなかった。これから管理職は本当に

大変な時代に入っていくが、例えば３０代の１０年間でど

れだけの中堅教員に自己研修をさせることができるかとい

う点が大きな課題になってくると思うので、その辺りの検
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討が必要ではないかと感じた。

最後に６点目、私は学校訪問の際には必ず、校長先生に

課題は何かということを質問するようにしている。ほとん

どの校長先生がきちっと自校を見据えて、現状を見てこう

感じており、課題はこれだ、ということで答えてくれる。

その回答自体は非常にしっかり理解をされて学校経営され

ているなと感じるのだが、実は私が校長先生に求めている

課題とはそういったことではなくて、教育の目指すゴール

は一体何か、何を子どもたちに培って、将来どういう日本

人、精華町民、人にしていくのかということを聞きたかっ

た。

学校経営には、大きく捉えた目標、ゴールが必要なので

はないかと感じたので、少し抽象的な話になってしまうが、

ここで挙げさせてもらった。

最初に話したように、学校は本当に落ち着いているし、

今、全ての小・中学校で色々なことができる時期だなと肌

で感じたので、ぜひ皆さんで取り組んでもらえたらと思う。

川 村 教 育 長 各委員には、お忙しい中ご参加いただき感謝申し上げる。

各委員のご意見を伺い、良い点として報告いただいたこ

ともあるが、できていない点のご指摘もあった。厳しい目

で見ていただく部分があってこそ学校訪問の意義が高まる

ので、ご意見のあった良い点はさらに伸ばしていく、でき

てない点は反省して改善していくということで、教育長と

しても受け止めて取り組んでまいりたいと思う。

私自身の感想としては、委員がおっしゃったように、学

校自体は落ち着いて、子どもたちは授業に集中している様

子だった。私が精華町に参ってもう４年になるが、就任の

ときには既に授業妨害をしたり、立ち歩いたりという事象

はほぼなかったものの、公然と寝ている子どもや、全然授

業を聞いてないと思われる子どもが見られたのだが、この

頃はあまり見かけなくなった。そういう面では、学校では
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子どもたちは勉強に向かっているかなと思う。しかし、こ

れは学校訪問の感想というわけではないのだが、いじめや

不登校など、学校訪問では見えないところで、かなり深刻

な課題が発生しており、そこをしっかり取り組んでいかな

いと、さらに厳しい状況が広がっていくのではないかと思

っている。

そして、ＩＣＴは、色々なご意見をいただいたが、学校

訪問の中ではあまり見えなかった部分ではあるが、昨日開

催されたＩＣＴ・プログラミング推進委員会で情報交換を

したところ、小学校を中心に進めているデジタル・シティ

ズンシップ教育の実践として、川西小学校で行われている

模範的な授業を各学校でも共有して行ってみたところ、Ｉ

ＣＴの使い方というよりも、今日のデジタル社会における

道徳教育的な授業になったという感想が出ていた。これは

何度も申しているように、ＩＣＴ機器があり、ネット環境

がある中で、子どもたちがどのように社会参加していくの

かという積極的な、かつての情報モラル教育では見えない

見方で取り組んでいこうとしているわけである。

やはり「ネットいじめ」が非常に懸念されるので、どう

いうことをネットでしてはいけないか、ということを教え

ることは重要だが、それだけでなく、どういうことをした

らネットを使いこなすことができるかというところを学ぶ

ことが、今の子どもたちには必須なことになっているので

はと、この頃は思っている。

そして、中学校では教科ごとに実践研究をしているので、

ＩＣＴをどの場面でどう使うか、中学校３校共同で場面を

そろえて行うという取組を、今から来年にかけて幾つか計

画しているので、こういったことの積み上げに期待してい

るところである。

また、施設管理では、この間、遊具や樹木で危険なもの

を撤去するということで進めてきたが、学校訪問で各校を

回るなかで、せっかく整備したトイレの掃除が行き届いて
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いないところがあり、職員と子どもたちが日常行う清掃だ

けでは難しく、専門業者による清掃も稀なので、なかなか

綺麗に維持することは難しい状況と感じた。これは課題と

して考えていかなければならないと思う。

松下委員がおっしゃったような、子どもたちにどのよう

な力をつけていくか、伸ばしていくか、これは学校長に対

して年度初めと年度末にスクールマネジメントプランのヒ

アリングを行っているので、そこでも問いかけているのだ

が、職員を巻き込んで議論するというところにまでは届か

ず、まだまだ校長の思いで書いてあるだけ、ということに

なっていないかと私も思う。そのため、学校全体の方針を

決めるうえで、教科学習だけではなく生徒指導面、人権教

育、そういったことを含めて、どういう子どもたちを育て

ていくかという視点から検討することが、未来社会に向け

てとても重要だと思うので、さらに取り組んで、校長先生

方と詰めていきたいと思っている。

松 下 委 員 サッカーのワールドカップで日本がドイツに勝った。私は

前半だけを見ていたのだが、翌朝には大きくニュースにな

っていて、日本国民が喜ぶのはもちろんだが、感動したの

は、ドイツの監督とドイツ国民が日本を高く評価していた

ことだ。監督が日本のプレーを本当に褒めていたし、国民

も、もっと何かネガティブなことを言うのではと思ったら、

日本はすごいと言っている。この精神が重要ではないかと

思った。

今、デジタル・シティズンシップ教育の話があったが、

学校の中で色々なことをやるときに、例えば友達が良いこ

とをしたら、先生はもちろん評価するのだが、それを子ど

もたち同士が評価するなど、そういう雰囲気が醸成されれ

ば日本人のグローバル化、国際化が本当に進むだろうと思

う。前にも発言したが、日本はまだ「出る釘を打つ」とい

う社会の雰囲気があるので、「出る釘」を評価するような、
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そういう環境ができたら良いなと特に今回感じた。ぜひそ

ういった部分も取り入れて、推進していただくとありがた

いと思う。

（７）事務局からの諸報告

教 育 部 長 １ 令和５年度の教育部の予算要求の概要について

令和５年度の予算編成に当たっては、１０月１７日に令

和５年度の予算編成方針が示されており、経常収支比率、

いわゆる財政の硬直度合いを見る指標だが、その指標から

見ても、１年当たり約１億円の歳入欠陥、歳入歳出と比較

すると約１億円程度歳入が不足するという状況である。年

度当初の予算編成においても、平均すると毎年５億円程度

の財源不足が生じており、基金の取崩しに依存していると

いうことで、その基金の残高が枯渇の危機に瀕していると

いう状況である。そういう厳しい財政状況の中においても、

教育部として必要不可欠な事業を厳選して事業実施に必要

な予算を要求したものとなる。

ここ３年間の教育部の予算規模としては、当初予算ベー

スで令和３年度が１７億５，５００万円程度、令和４年度

が１８億７，６００万円程度で、今回予算要求している令

和５年度の予算要求額が１５億８，５００万となっている。

令和５年度の予算は現在財政部局で査定が進められており、

年明けからの杉浦町長の査定を経て、１月中旬頃には予算

が決定される見通しとなっている。

本日説明させていただく内容は、あくまでも教育部とし

て新規、または重点的に予算要求したものの概要である。

また、この内容で予算配当されることが確約されたもので

はない。最終的に配当された予算の範囲内で事業を厳選し

ながら工夫をして事業を実施することになるので、その点

了承いただきたい。

要求内容の全ては説明できないので、ポイントを絞って

説明させていただく。
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まず、学校教育課分だが、学校教育関係では、令和５年

の２学期から中学校給食の提供を開始するために、防災食

育センターの建設費や管理運営費などの経費を計上してい

るほか、小・中学校の管理運営事業においても、トイレの

洋式化工事、施設の老朽化に伴う多くの施設の更新経費を

計上している。また、可能な限り現場の教職員の負担軽減

を意識した委託費を計上している。

新規または重点的に予算要求した内容を中心に説明させ

ていただくと、まず、教育委員会運営費では、委員の皆様

の会議出席や行事への参加がここ数年非常に増加している

ことから、活動に見合った報酬を支出すべきという考えの

もと、今回報酬の増額を要望している。予算査定の中で承

認が得られたら条例改正が必要となるので、併せて条例改

正事務も進める予定としている。

次に、事務局一般事務経費では、スクールサポートスタ

ッフやＩＣＴ支援員の体制を強化することによる教職員の

負担軽減、ＩＣＴ教育の側面支援という形で考えている。

また、学級支援員の配置でも、財政状況が非常に厳しい

状況にあるが、支援が必要な子どもたちのために支援を充

実させるべく大幅な増額要求をしている。

次に、小学校管理運営事業では、今年度試行的に実施し

たプール開始前の清掃を業者委託することで教職員の負担

軽減が図れたこと、また、長年の使用によってトイレの便

器、床に汚れが沈着しているような状況があることから、

専門業者による特別清掃を委託する経費を計上している。

一度に全ての学校を実施することはできないので、計画的

に実施することとしている。

また、トイレの洋式化については、山田荘小学校と東光

小学校の改修を実施する。そのほか、施設改修関連予算を

小学校費では多く計上している。

続いて、小・中学校の総合的な学習の時間を活用して実

施する地域体験発見プロジェクトという新規事業を計上し
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ている。

続いて、中学校関係の中学校管理運営事業では、基本的

に小学校と同様の構成となるが、トイレについては精華南

中学校の洋式化、そしてこれまでから課題となっている施

設の改修工事などを計上した。

中学校の教育振興関係経費では、部活動の地域移行に係

る講師謝礼、指導者謝礼などの経費を計上している。

給食管理運営事業では、小学校の食器全てを軽くて耐久

性のあるＰＥＮ食器に入れ替えるため、入替えが完了して

いない残る３校分の経費を計上しているほか、食材費が高

騰している給食費について保護者負担の軽減を図るため、

給食費補助額の増額を要望しているが、これは、これから

町長部局との十分な調整が必要な内容である。

次に、防災食育センター関連で、先ほども説明したとお

り、２学期からの給食提供開始のため様々な準備を進める

必要がある。本町で初めてとなる給食センターの運営経費

について、正直なところどれだけの予算が必要となるか見

当もつかない状況ではあるが、近隣市町での実績、業者か

らの聞き取りなどで可能な限り精査して計上したもの。

学校教育課の令和５年度の歳出予算の要求総額は１３億

８，３９３万７，０００円で、昨年度の１７億７，６０９

万９，０００円と比較して約４億円程度の減額となってい

るが、これは防災食育センターの建設工事費が最終年度を

迎えたことによるものである。

続いて、生涯学習課分だが、生涯学習課の今年度事業の

多くはコロナ禍で中止を余儀なくされたが、来年こそは通

常どおりの事業を実施できるようにとの強い気持ちを込め

た予算要求としている。特に令和４年度において、むくの

きセンターなどの町内体育施設の指定管理者の再指定の議

案提案を行うが、これまでの指定管理者と新たに施設の維

持管理を担当する民間事業者の共同事業体形式での運営と

なるため、新たな基本協定の締結なども課題となっている。
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まず、文化振興事業関係では、文化フェスティバルを恒

常的にけいはんなプラザの京都府立けいはんなホールのメ

インホールで開催できるように助成金の増額を計上してい

る。

地域学校協働本部事業では、コーディネーター謝礼を大

幅に増額して事業の充実を図ることを計画している。

図書館関係の経費で、祝園駅の東西連絡通路に設置して

いるブックポストの回収業務委託と図書館内部の避難通路

の再設置の経費を計上している。

文化財保護事業では、文化財保存活用地域計画を策定す

るため、協議会委員の報酬や計画策定支援業務の委託費用、

また、デジタルミュージアムの維持管理に要する経費など

を計上している。

最後に体育施設等の運営事業では、老朽化する体育施設

の修繕、改修に要する経費や、むくのきセンターの指定管

理料、そして指定管理者評価委員会の支援業務などの経費

を計上した。

生涯学習課の令和５年度の歳出予算の要求総額は２億１

３６万３，０００円で、昨年度は４億３６９万３，０００

円だったので約２億程度の減額となっている。要因として

は、昨年はむくのきセンター体育館の天井の耐震改修工事

の経費を要求したものの、査定で予算が認められなかった

のだが、今回は施設の修繕計画を立てて後年度で実施する

ということで、経費要求を見送ったため、その分減額につ

ながったもの。

令和５年度の教育部の予算要求の概要は以上だが、最終

的に予算が確定した段階で改めて説明させていただきたい

と考えているので、よろしくお願いしたい。

総括指導主事 １ 生徒指導報告について

（１）小学校

１０月の問題事象はなし。
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不登校は１３人。

（２）中学校

１０月の問題事象はなし。

不登校は４０人。

各校とも本人や保護者と連絡を取り、状況把握はできて

いる。

総括指導主事 ２ 問題事象の月別発生件数について

小学校、中学校ともにゼロ件。昨年度比較で少なくなっ

ている。今後も引き続き指導の充実とともに、未然の防止

に努める。

長期欠席については、小学校は前年度同月との比較で４

名増えているが、前月との比較では１名減っている状況。

中学校は前年度同月との比較で１名の減、前月との比較で

２名の減となっている。１０月は小・中学校とも全校挙げ

ての取組である運動会、体育大会などの行事があったので、

それらが影響したのではと考えている。

引き続き家庭と連携を取りながら取り組んでいきたい。

総括指導主事 ３ 重災害事故報告について

１０月の報告はなし。

学校教育課担当課長 １ 精華町防災食育センター調理・配送等業務について

（学校給食担当） 委託事業者選定審査委員会を開催して優先交渉権者を決

定したので、審査経過について報告する。

優先交渉権者として決定した事業者は、株式会社東洋食

品、代表取締役、荻久保英男である。審査委員会における

評価得点の最高得点取得者であり、１００点満点中８１点

の評価点を獲得した。

審査の経過だが、前回の教育委員会以降、最終審査とし

て、プレゼンテーション及びヒアリング審査を１１月４日

に実施した。企画提案書の提出があった事業者は、五十音
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順で、一冨士フードサービス株式会社京滋支社、株式会社

ジーエスエフ、株式会社東洋食品、ナフス南株式会社、ハ

ーベストネクスト株式会社、以上の５社だった。

今回のプロポーザルにおける審査について説明する。

まず、参加資格審査として、提出書類により教育委員会

事務局において募集要項に規定する資格要件を有すること

を確認した。

次に、提案書選定審査では、まず一次審査として、提出

された企画提案書に記載の内容について、提案全体に矛盾

がないか、指定様式に沿った内容となっているか、仕様書

の内容を満たしているかの３点について事務局で事前確認

を行ったうえで、審査委員会に書類審査いただいた。

また、審査委員会では、先ほどの経過の説明でも触れた

内容だが、令和４年１１月４日に精華町立図書館集会室に

おいて１事業者ごとのプレゼンテーション及びヒアリング

による二次審査を実施した。審査委員会は５人の委員で組

織し、町内の学校教職員で精華中学校の山本桂校長、東光

小学校の井上瑞穂栄養教諭、教育委員会事務局の杉本美幸

総括指導主事と俵谷浩二学校教育課長に就任いただいた。

また、外部の委員としては公益財団法人京都府学校給食会

事務局長の安達佳明氏に就任いただいた。

二次審査は、企画提案書の内容と２０分のプレゼンテー

ション及び２５分のヒアリングにより、企画力４０点、技

術力４０点、見積書による価格評価２０点という３つの視

点から評価を行った。

企画力及び技術力の評価は、審査委員会当日に各審査委

員に採点いただき、その平均点を事業者の評価点とし、価

格評価については、提出のあった見積書の金額により事前

に評価点を算出した。

最終の評価点は、５人の審査委員が採点した評価点の平

均点と価格評価点を合計した点数を事業者ごとに算出し、

最高得点取得者を優先交渉権者として審査委員会で確認し、
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承認いただいた。

学校教育課長 １ 令和３年度精華町教育委員会評価報告書について

令和３年度精華町教育委員会評価報告書について報告さ

せていただく。

この報告書は、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第２６条の規定に基づき、毎年、教育委員会の権限に属

する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行

い、その結果に関する報告書を作成しているものである。

まず、令和３年度の教育委員会の活動状況について記載

しており、教育委員会会議あるいは総合教育会議の開催状

況や、会議において審議いただいた内容、各種の報告事項

などについて掲載している。

なお、今回も前年度と同様に、新型コロナウイルス感染

症の感染拡大等によって中止や縮小などの影響を受けた会

議などを列挙するページを設けた。

そして次に、令和３年度中に行った後援事業の状況など

について掲載している。

また、教育委員会事務局で取りまとめている自己評価と

して、本町で実施している行政評価システムによる施策評

価のうち、教育委員会の所管する内容を抜粋して掲載して

いる。これらは第５次総合計画の６つの施策の体系に基づ

き評価を実施しており、これらをまとめたものを別に全体

評価として掲載している。

この全体評価の内容について一部を抜粋して説明させて

いただく。まず教育振興の関係について、令和３年度はコ

ロナ禍における効果的な教育活動の一つとして、ＩＣＴを

活用した教育活動の本格的な取組が始まり、オンラインで

の授業配信などにも取り組んできたところである。今後も

効果的なＩＣＴ活用の実践研究やデジタル・シティズンシ

ップ教育の推進など、引き続き積極的にＩＣＴの活用推進

に努めてまいりたいと考えている。
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次に教育環境について、最大の課題である中学校給食の

実施に向けた防災食育センターの建設に着手した。令和５

年度２学期からの給食開始に向けて着実に準備を進める。

また、学校施設の長寿命化計画に基づく小・中学校のトイ

レの洋式化、乾式化の工事も始まり、令和３年度は精北小

学校、山田荘小学校の一部の改修を行い、令和８年度に全

ての学校の洋式化、乾式化を完了することとして計画的に

実施していく。

次に文化活動とスポーツ活動について、どちらも新型コ

ロナウイルス感染症の影響により、昨年度と同様に予定し

ていた活動が中止や縮小になったが、今後も町民の文化振

興と健康増進を図るため、住民ニーズの把握に努め、より

地域に根差した生涯学習、スポーツ振興の取組を進めてい

く。

次に、図書館について、令和３年度も新型コロナウイル

ス感染症の影響により館内利用の一部を制限していたが、

貸出冊数や来館者数は同規模自治体の中では高水準を維持

することができている。今後も暮らしに役立つ図書館を目

指して各種サービスの充実に努める。

以上が令和３年度における施策評価に基づいた教育委員

会の全体評価、自己評価である。

これらの自己評価に加えて、教育に関する学識経験を有

する方に第三者の視点から評価をしていただき、その内容

を掲載している。この第三者評価については、先ほど説明

させていただいた施策体系ごとに事業を評価していただい

たほか、教育委員会の運営全般などについても評価してい

ただいており、本町の教育行政について全般的におおむね

良好であるとの評価をいただいている。

評価いただいた内容の一部を抜粋して説明すると、まず

「教育の振興と充実」では、コロナ禍においてもＩＣＴを

効果的に活用し工夫して手厚い教育活動を行っていること、

その結果、全国学力・学習状況調査でも小・中学校ともに
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全国及び府の平均を上回る結果となっていることに評価を

いただいている。このほかに、問題事象、不登校、いじめ

などについては、これまでとは内容が変化してきているこ

とから、よりきめ細やかで丁寧な対応が必要との意見など

も頂戴している。

次に、「教育環境の整備」では、これまでに取り組んでき

た学校施設の耐震改修、空調整備、ＩＣＴ環境整備などに

大きく評価をいただくとともに、中学校給食についても、

小学校給食と同様の安全・安心でおいしい給食の実現に期

待を寄せていただいている。

そして「歴史」では、コロナ禍での活動への評価ととも

に、小・中学校の授業での文化財の活用や住民への展示な

どへの検討について意見を頂戴している。

さらに「文化活動の推進」、「スポーツ活動の推進」では、

コロナ禍においても様々な工夫の下で開催に向けて努力し

たことに評価をいただくとともに、今後のイベント開催や

活動推進に期待をいただいている。

最後、「図書館活動の推進と充実」では、全国公共図書館

の基本データにおける指標が増加しており、同一人口規模

の自治体との活動実績を比較して上位の水準にあることを

高く評価いただいた。

次に、全体評価の内容について掲載しているが、まず教

育委員会の運営全般に対して、委員会の会議の開催や公表

の状況、その他総合教育会議や学校訪問活動など、活動内

容について高く評価いただいている。そして最後、報告書

の内容についてだが、これまでの本町の教育行政の成果に

ついておおむね評価をいただくとともに、今後の新しい時

代の変化に対応した教育行政の推進について大きな期待を

寄せていただいている。

なお、今回、昨年度と同じお二人に第三者評価をお願い

しており、お一人は、同志社大学教授で元山城教育局長、

元中学校の校長の沖田悟傅氏、もう一人は、現京都文教大
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学教授で元小学校校長の橋本京子氏である。

この評価報告書については議会定例会１２月会議におい

て報告をさせていただく予定である。

生涯学習課長 １ 表彰の受賞及び行事の実施予定等について

まず１点目、表彰について、令和４年度京都府教育功労

者の社会教育功労として表彰を受けられた。受賞者は白畑丈

子氏で、精華女性の会会長と相楽連合婦人会会長を務めてお

られる。京都府連合婦人会本部役員として多年にわたり京都

府の社会教育の振興に貢献された功績が評価されたものとし

て、１１月１７日に京都産業大学むすびわざ館で表彰を受け

られた。

そして、２点目、第１９回精華町子ども祭りの実施報告

について、先ほど教育長からも報告があったとおり、けいは

んなプラザの京都府立けいはんなホールのメインホールで１

１月２０日に、ステージ発表と体験コーナーでの工作教室を

実施させていただいた。参加者数は延べ２，０００人だった。

３点目は祝園駅東西連絡通路のブックポストの設置につ

いて、図書館事業の報告となるが、１２月１日の午前１１時

からの供用開始で、祝園駅の東西連絡通路の近鉄改札口前の

スペースにスチール製のブックポスト、返却ポストを設置す

る予定である。これは、図書館利用者の利便性の向上のため、

通学、通勤等で駅を利用される住民が図書館に来館せずとも

図書を返却できるようにということで設置させていただく。

４点目、精華町二十歳のつどいの開催予定について、こ

れまでにもお知らせしているとおり、予定どおり１月９日、

成人の日にけいはんなプラザの京都府立けいはんなホールの

メインホールで開催させていただく。対象人数４７０人とな

っており、今回も規模は縮小ということで、来賓、保護者の

入場制限を行いながら実施することで計画している。二十歳

のつどい実行委員会を構成して、現在１１人の若者に実行委

員として参加してもらっている。
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最後に、図書館から、図書館年報の令和３年度版を発行

したことを報告させていただく。

【委員からのご意見】

松 下 委 員 まず、当初予算の概要関係で３点質問したい。

１点目は教育委員の報酬の増額要望の関係で、色々な活

動が増えているからということだが、これは、事務局で判断

されたことか、または、外部からの意見等があってのことな

のかということが聞きたい。

２点目は学校プールの関係で、働き方改革と非常に関連

するのだが、プールの維持管理にかかる学校の負担は相当な

ものであるにも関わらず、年間数日しか使わないという状況

が続いている。前にも少し話したが、民間のスポーツ施設が

この近辺には二、三か所あるので、今すぐという問題ではな

いが、将来的にはそういった施設に行って専門の先生に教え

てもらうなど、学校のプールの設備をなくしていく方向で今

後進めてもらえたらと思っているが、どうか。

３点目、給食のＰＥＮ食器とはどういう食器なのか、説

明いただきたい。

学校教育課長 まず１点目の委員報酬の関係だが、今回予定しているこの

増額については、京都府下の市町村の状況等を確認する中で、

精華町と近い規模の自治体の金額を参考に、適切であろうと

考える金額としているものである。

そして２点目のプールの関係だが、委員がおっしゃられ

たように、プールの民間委託という形での運営というのが、

近隣の木津川市や京田辺市でも今年度既に試行的にされてい

るという状況も聞いており、全国的にもそういったやり方が

徐々に増えてきているという情報を把握しているが、精華町

については現に学校施設として保有していることもあるので、

できるだけ長寿命化を図りながら、それを有効的に活用する

ことがまず基本となる。

ただし、大規模改修が必要な時期は必ずやってくるので、
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そういったタイミングに合わせて民間委託をするという可能

性も検討しながら、試行することも考えていきたいとは思う

が、令和５年度にすぐに取りかかるという考えには至ってい

ない状況である。

学校教育課担当課長 ＰＥＮ食器の件についてだが、正式にはＰＥＮ樹脂食器と

（学校給食担当） いい、材質がポリエチレンナフタレートというものである。

プラスチックに近い材質で、従来の強化磁器食器よりも非常

に軽くて汚れがつきにくい、扱いやすい食器であるというこ

とで、毎年、強化磁器食器の更新や、割れたものの追加購入

に要する費用も生じていたので、そういった予算の軽減と、

軽くて扱いやすく耐久性のある食器に替えて、全小学校で共

通した食器を採用することで、使い回しができたり、そうい

ったことの経費節減のためにもＰＥＮ樹脂食器というものに

替えさせていただくという計画である。

松 下 委 員 教育委員会評価報告書の件だが、このような評価を取りま

とめるのは本当に大変な作業だと思う。しかし、１年間ど

うだったか、では次はどうしようか、という今後の資料と

なり、また、予算にも関係してくる本当に大事なことであ

り、苦労に見合うものが必ずあるだろうといつも感じてい

る。

その上で、何点か質問等なのだが、未来をひらく文化と

環境のまちづくりの項目の学研立地機関等出前授業の件数が、

目標２４件で令和元年からずっと変わっていないが、これで

良いのだろうか。コロナがあったので減るのは当然だが、希

望としては今後増やしていって学校と地域とが協働していく、

その協働の中の一つが企業だという認識で、どんどん専門家

に学校に入ってきてもらえば良いと感じている。

また、学力テストの目標点数について、中学校７７．７、

小学校８０．６となっているが、この数字の根拠は一体何か

と単純に思ったので、もし回答等あればお願いしたい。

次に、特に気になったのは、学校施設防災機能の充実の

目標数値がずっと７５％になっていることで、これは防災に
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力を入れてる精華町にしては少し数字が低いし、防災施設で

ある学校には、地域住民が何かあったときにそこに行くわけ

だから、１００であることが普通なのではないかということ

で、少し気になった。

それから、歴史の住民ニーズ等の欄の記述で、講演会に

は高齢者の参加が多くて若年層の参加が少ないとあるが、こ

れは理由の分析が必要だと思う。私もよく参加させてもらう

のだが、高齢者ばっかりで、若年層は子どもさんを連れてき

た若い方が何人かおられるという程度で、どの講演会も少な

いということは、内容ではなく広報に課題があるのではない

だろうか。だから、もし教育委員会として若年層も増やした

いということであれば、日にちとか場所とか関心の度合いを

どう上げていくのかといった具体策を記載する必要があるの

ではないかと感じるので、ぜひ検討をお願いしたいと思う。

そして、文化財の展示という問題がある。私もずっと

色々な役所に行ってまず見るのが、どんな文化財、どういう

文化的なものが庁舎内にあるかということをまず見ている。

ちゃんと設置されているところもあれば、全く設置されてい

ないところもあり様々だが、やはり住民が一番来ている場所、

例えばロビーに、今、最も精華町として展示したいものを展

示するとか、そういった具体的な動きが必要なのではないか。

ロビーには若い人も来るからそこに興味、関心を持っていく。

その延長で、講演があったら聞きに行こうか、ということに

もなるので、そういった積極的な展開が必要ではないかと感

じる。検討をお願いしたい。

次に、全体評価に関わって、各所に「新学習指導要領」

とあるが、学習指導要領が新しくなって小学校で３年、中学

校で２年が経つ中で、「新」という言葉はもう要らないので

はないかと思うので、検討をお願いする。

また、体言止めにすべきところや、敬語の「ご」の使用

法の誤り、学習指導要領との整合が必要な箇所などが散見さ

れるので、文言整理をお願いする。
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総 括 指 導 主 事 まず学研立地機関等出前授業の件数だが、先ほど委員が

おっしゃったとおり、コロナで随分減ってしまったため、令

和２年、３年度についてはそのままの目標で実績が少ない状

況なのだが、平成３０年度の実績２４件から、令和元年度に

それと同等ということで２４を設定し、そのまま令和４年、

令和５年と来ている。この間、職場体験などもなくなって企

業とのつながりが少し途切れがちではあるが、新しく総合的

な学習の時間を展開する中で、以前と同じレベルで企業とつ

ながることができたり、また、学研地区内に新しく立地した

企業などもあるので、つながり方もまだ未定ではあるが、

色々と探っていく中で、２４という数字については決して多

くないと考えている。実際にやってみて、どれだけの企業と

つながれるかは分からないが、過去５年で一番多かったとき

と同等程度には何かの形でつながり、学校が出向くか、向こ

うから出前授業をしてもらうかは別として、つながりたいな

ということで目標値を２４としている。

学力テストについては、説明資料を持ち合わせていない

が、この学力テストも令和５年度から形が変わるので、５年

度の目標点数については、一旦出してあるが、どのようにし

ていくかは少し不透明である。過去５年間ずっと目標点数を

変えていないが、実績については結構ばらつきがあり、問題

の難易度もばらついてるのだとは思うが、この最初に設置し

た点数の根拠は分からないが、点数を上げることも下げるこ

とも今はできないと思っている。

生 涯 学 習 課 長 歴史に関する講演会について、高齢者の参加が多くて若

年層が少ないことについては、テーマが歴史ということで、

どうしても高齢の方が多くなるという状況が現実としてあり、

これは課題として捉えているし、松下委員からお話があった

広報の仕方、そういったところで工夫ができないかという検

討はしていきたいと考えている。

あわせて、文化財の展示については、確かに本町の場合、

文化財展示が非常に弱い部分であるという認識はしている。
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その代わりという訳ではないが、ホームページ上のデジタル

ミュージアムにおいて、少しでも住民さんや、住民さん以外

の方にも、広く精華町の歴史や文化に触れていただけるよう

な内容を公開していく取組もしており、そういったことも併

せてご覧いただければと思う。

文化財の実物展示については、継続的な検討課題という

ことで進めていきたいと考えている。

学校教育課担当課長 学校施設防災機能の充実の関係だが、この指数については

（施設担当） 各小・中学校に自家用発電機または太陽光発電機を設置して

いる割合を掲載している。残りの２５％である東光小学校と

山田荘小学校については、自家用発電機も太陽光発電機も設

置されていない。ご存じのとおり、現在小・中学校のトイレ

の洋式化を進めており、これが終わり次第、大規模改造等を

実施するタイミングで再度検討が必要かと考えている。

（８）後援関係

１０月から１１月にかけて受け付けた教育委員会後援事業の報告は、

総数１２件、学校教育課関係はなし、生涯学習課関係が１２件で、すべ

て社会教育係分となっている。

（９）１２月の行事予定

今年度の町立小・中学校の第２学期の終業式は１２月２３日金曜日と

なる。

委員に参加いただく内容としては、７日の第２回教育委員会協議会、

１５日に令和４年度第２回総合教育会議と、総合教育会議終了後に第３

回教育委員会協議会を開催させていただく予定である。

（１０）閉会

教育長が第１１回教育委員会の閉会を宣言。


